
  

福島県特別支援教育振興会いわき支部会則 
 

第１条  本会は、福島県特別支援教育振興会いわき支部と称し、事務局を支部長宅に置く。 
第２条  本会は、いわき地区の障がい児者の教育の充実を図るため、広く市民の理解と協力を

得ることに努め、地区特別支援教育の振興に資することを目的とする。 
第３条  会員は、この会の趣旨に賛同する個人及び団体をもって構成する。 
第４条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 地区内特別支援教育の充実と振興（施設設備の充実等） 
２ 卒業後の進路の拡充（共同作業所、青年学級の開設、社会復帰、職場開拓等） 
３ 啓発運動の推進（見学活動、研究大会の開催、機関紙の発行等） 
４ その他、この会の目的達成に必要な事業 

第５条  本会に次の役員を置く。 
      支部長 １名   副支部長３名  理事 若干名  監事２名 
第６条  役員の選出は、次の方法による。 
     支部長、副支部長、理事、監事は、総会において選出する。 
第７条  役員の任務は、次の通りとする。 
     １ 支部長は、この会を代表し、会務を統括し、支部を代表する。 
     ２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代理し、支

部長が欠けたときは、その職務を行う。 
     ３ 理事は、この会の企画運営に参画する。 
     ４ 監事は、この会の会計を監査する。 
第８条  役員の任務は、２年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の

残任期間とする。 
第９条  本会に顧問をおく。 

１ 顧問は、支部長が委嘱する。 
２ 顧問は、支部長の諮問に応ずる。 

第１０条 本会に、相談役を置くことができる。 
第１１条 総会は、年１回以上とし、次のことを審議する。 
     １ 役員の選出 
     ２ 会則の撤廃 
     ３ 事業計画の承認 
     ４ 予算の審議及び決算の承認 
     ５ その他必要な事項 
第１２条 役員会は、必要に応じて開催する。 
第１３条 本会の事務局に、会計及び庶務の担当を置き、支部長が委嘱する。 
第１４条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。 
第１５条 会費は、個人会費 年額 一口２，０００円とし、団体会費 年額 一口５，０００

円とする。ただし、支部の３学校職員および保護者は一口１，０００円とする。 
第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末に終わる。 
第１７条 本会の会則は、総会において出席人員の過半数の賛成を得て改廃することができる。 
第１８条 本会に下記の簿冊を備える。 
    会員名簿、役員名簿、経理簿、会議録、その他必要な簿冊。 
 

付  則 
１ 本会則は、昭和５８年１１月３０日より施行する。 

         ２ 会則の一部改訂  平成 ７年５月２５日 
                    平成 ８年５月２８日 
                    平成２０年５月２５日 
                    平成２２年６月１６日 

       平成２５年５月３０日 
 


